
市町村４－１

調査表４－１

市区町村別集計項目（推進体制等）
市区町村数 30

無 無

条例名称 公布日 施行日

現
在
の
状
況

計画名称

女性
活躍
推進

法との
関係

現在
の

状況

19 18 9 20

15 100 新潟市 男女共同参画課 1 1 1 1 新潟市男女共同参画推進条例 平成17年3月18日 平成17年4月1日 第３次新潟市男女共同参画行動計画 平成28年4月1日 ～ 令和3年3月31日 0

15 202 長岡市 人権・男女共同参画課 1 2 1 1 長岡市男女共同参画社会基本条例 平成22年12月22日 平成23年4月1日
第2次ながおか男女共同参画基本計画
（改訂版）

平成29年4月 ～ 令和4年3月 1

15 204 三条市 地域経営課 1 2 1 1 三条市男女共同参画推進条例 平成17年12月26日 平成18年4月1日 第２次三条市男女共同参画推進プラン 平成27年4月 ～ 令和5年3月 1

15 205 柏崎市 人権啓発・男女共同参画室 1 1 1 1 柏崎市男女共同参画推進条例 平成18年12月22日 平成19年4月1日 柏崎市男女共同参画基本計画 平成28年4月 ～ 令和3年3月 0

15 206 新発田市 人権啓発課 1 1 1 1 新発田市男女共同参画推進条例 平成27年3月12日 平成27年4月1日 第4次しばた男女共同参画推進プラン 平成31年4月1日 ～ 令和6年3月31日 1

15 208 小千谷市 市民生活課 1 2 1 1 0 第4次おぢや男女共同参画プラン 平成29年4月1日 ～ 令和4年3月31日 0

15 209 加茂市 総務課 1 2 0 0 0 1

15 210 十日町市 企画政策課 1 2 1 1 0
第３次十日町市男女共同参画基本計画
「とおかまち男女平等みらいプラン」

平成30年4月1日 ～ 令和5年3月31日 1

15 211 見附市 まちづくり課 1 2 1 1 0 第4次見附市男女共同参画計画 平成29年4月1日 ～ 令和4年3月31日 1

15 212 村上市 生活人権室 1 2 1 0 2 第2次村上市男女共同参画計画 平成30年3月 ～ 令和5年2月 1

15 213 燕市 地域振興課 1 2 1 1 燕市男女共同参画推進条例 平成26年12月25日 平成27年4月1日 第3次燕市男女共同参画推進プラン 平成29年4月 ～ 令和5年3月 1

15 216 糸魚川市 市民部環境生活課 1 2 1 1 0 第２次いといがわ男女共同参画プラン 平成29年3月 ～ 令和4年3月 1

15 217 妙高市 生涯学習課 2 2 0 1 妙高市男女共同参画社会推進条例 平成16年12月16日 平成16年12月16日
第３次妙高市男女共同参画計画（男女が
共にあゆむパートナープラン２０２０〜２０
２９）

令和2年度 ～ 令和11年度 1

15 218 五泉市 企画政策課 1 2 1 1 五泉市男女共同参画推進条例 平成23年3月29日 平成23年4月1日 ごせん男女共同参画推進計画 平成29年4月 ～ 令和4年3月 1

15 222 上越市  共生まちづくり課 1 1 1 1 上越市男女共同参画基本条例 平成14年3月29日 平成14年4月1日 上越市第3次男女共同参画基本計画 平成30年4月1日 ～ 令和5年3月31日 1

15 223 阿賀野市 企画財政課 1 2 1 1 0 第3次阿賀野市男女共同参画プラン 平成28年4月 ～ 令和3年3月 1

15 224 佐渡市 企画課 1 2 1 1 0 第３次佐渡市男女共同参画計画 令和2年4月 ～ 令和7年3月 1

15 225 魚沼市 企画政策課 1 2 1 1 2 第3次魚沼市男女共同参画推進計画 平成28年4月1日 ～ 令和3年3月31日 0

15 226 南魚沼市 企画政策課 1 2 1 0 0 第３次南魚沼市男女共同参画基本計画 平成29年4月1日 ～ 令和4年3月31日 1

15 227 胎内市 総務課 1 2 1 1 0 第３次胎内市男女共同参画プラン21 令和2年4月 ～ 令和7年3月 1

15 307 聖籠町 総務課 1 2 1 1 0 第３次聖籠町男女共同参画推進計画 平成30年4月1日 ～ 令和5年3月31日 1

15 342 弥彦村 総務課 1 2 0 0 0 0

15 361 田上町 総務課 1 2 0 0 0 0

15 385 阿賀町 総務課 1 2 0 0 0 0

15 405 出雲崎町 教育課 2 2 0 0 0 0

15 461 湯沢町 教育課 2 2 0 0 0 0

15 482 津南町 教育委員会事務局 2 2 0 0 0 0

15 504 刈羽村 産業政策課 1 2 0 0 2 0

15 581 関川村
総務政策課　観光・地域
政策室

1 2 0 0 0 0

15 586 粟島浦村 総務課 1 1 0 0 0 0

＜選択肢回答＞
所属 庁内連絡会議 男女共同参画に関する条例 男女共同参画に関する計画
１　首長部局 １　有 現在の状況 女性活躍推進法の推進計画との関係
２　教育委員会 ０　無 １　令和３年３月末までの制定を目途に検討中 １　一体

２　令和３年度以降の制定を目途に検討中 ０　一体でない
事務所掌 諮問機関 ３　その他
１　男女共同参画・女性等を名称に冠した専管課 １　有 ０　検討していない 現在の状況
２　１ではない ０　無 １　策定に向け検討中

０　策定予定がない、検討していない

有
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所

属 計画期間

男女共同参画に関する条例
男女共同参画に関する計画

（令和2年4月1日現在で有効なもの）

有



市町村４－２

調査表４－２

市区町村別集計項目（総合的な施設）Ｎｏ．１

愛称・通称 郵便番号 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 ホームページ
単
独

複
合

直
営

指
定
管
理
者

そ
の
他

直
営

指
定
管
理
者

そ
の
他

5 0 5 5 0 0 5 0 0

15 100 新潟市
新潟市男女共同参画推進セン
ター

アルザにいがた 950-0082
新潟県新潟市中央区東万代町9-1　万代市民
会館3階

025-246-7713 025-246-8080
https://www.city.niigata.lg.jp/k
urashi/danjo/alza

○ ○ ○

15 202 長岡市 長岡市男女平等推進センター ウィルながおか 940-0062 長岡市大手通2丁目2-6 0258-39-2746 0258-39-2747
https://www.city.nagaoka.niiga
ta.jp/kurashi/cate14/will

○ ○ ○

15 204 三条市 三条市男女共同参画センター 955-0844
三条市桜木町12番38号三条ものづくり学校
112号室

- -

https://www.city.sanjo.niigata.j
p/soshiki/shimimbu/chiikikeiei
ka/tiikishinkou/danjyokyoudou
sankaku/986.html

○ ○ ○

15 205 柏崎市

15 206 新発田市 新発田市男女共同参画交流ルーム 957-0053 新潟県新発田市中央町5丁目8番47号 0254-28-9630 0254-28-9670
http://www.city.shibata.lg.jp/m
achidukuri/jinken/danjo/10094
47.html

○ ○ ○

15 208 小千谷市

15 209 加茂市

15 210 十日町市

15 211 見附市

15 212 村上市

15 213 燕市

15 216 糸魚川市

15 217 妙高市

15 218 五泉市

15 222 上越市
上越市男女共同参画推進セン
ター

ウィズじょうえつ 943-0821 新潟県上越市土橋1914番地3　市民プラザ2階 025-527-3624 025-522-8240
https://www.city.joetsu.niigata
.jp/soshiki/danjo/

○ ○ ○

15 223 阿賀野市

15 224 佐渡市

15 225 魚沼市

15 226 南魚沼市

15 227 胎内市

15 307 聖籠町

15 342 弥彦村

15 361 田上町

15 385 阿賀町

15 405 出雲崎町

15 461 湯沢町

15 482 津南町

15 504 刈羽村

15 581 関川村

15 586 粟島浦村

新潟県

男女共同参画・女性のための総合的な施設(令和2年4月1日現在で開設済の施設)都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市
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町
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名

名称

事業運営

施設
形態

管理・運営主体

所在地等 施設管理



市町村４－２ (2)

調査表４－２

市区町村別集計項目（総合的な施設）Ｎｏ．２　 新潟県

常
勤

非
常
勤

広
報
啓
発

講
座

相
談
事
業

情
報
収
集

・
提
供

苦
情
処
理

交
流
促
進

企
業
・
N
P
O

と
の
連
携

国
際
交
流

調
査
研
究

その他

5 3 3 3 5 1 2 2 0 2

15 100 新潟市
新潟市男女共同参画推進セン
ター

平成3年8月1日 2 3 10,562 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 保育室運営

15 202 長岡市 長岡市男女平等推進センター 平成13年10月1日 4 4 13,592 ○ ○ ○ ○ ○ ○

15 204 三条市 三条市男女共同参画センター 平成12年7月1日 0 0 49 ○

15 205 柏崎市

15 206 新発田市
新発田市男女共同参画交流ルー
ム

平成29年4月1日 0 0 0 ○

15 208 小千谷市

15 209 加茂市

15 210 十日町市

15 211 見附市

15 212 村上市

15 213 燕市

15 216 糸魚川市

15 217 妙高市

15 218 五泉市

15 222 上越市
上越市男女共同参画推進セン
ター

平成13年1月4日 2 4 12,218 ○ ○ ○ ○ ○ ○

15 223 阿賀野市

15 224 佐渡市

15 225 魚沼市

15 226 南魚沼市

15 227 胎内市

15 307 聖籠町

15 342 弥彦村

15 361 田上町

15 385 阿賀町

15 405 出雲崎町

15 461 湯沢町

15 482 津南町

15 504 刈羽村

15 581 関川村

15 586 粟島浦村

主　　　　な　　　　事　　　　業
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ド
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村
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ー

ド

市

区

町

村

名

職員数（人）

設立年月日

男　女　共　同　参　画　・　女　性　の　た　め　の　総　合　的　な　施　設　　(令　和　2　年　4　月　1　日　現　在　で　開　設　済　の　施　設)

予算額
（千円）

名　　称



市町村４－３

調査表４－３

市区町村別集計項目（男女共同参画に関する宣言、首長、自治会長等の状況）　

うち うち うち うち うち

女
性
市
区
長
数

女
性
副
市
区
長
数

女
性
町
村
長
数

女
性
副
町
村
長
数

女
性
自
治
会
長
数

1 20 1 5.0 21 0 0.0 10 1 10.0 9 0 0.0 8,588 329 3.8

15 100 新潟市 1 0 0.0 2 0 0.0 2065 119 5.8

15 202 長岡市 1 0 0.0 2 0 0.0 955 15 1.6

15 204 三条市 1 0 0.0 1 0 0.0 221 0 0.0

15 205 柏崎市 1 0 0.0 1 0 0.0 304 5 1.6

15 206 新発田市 1 0 0.0 1 0 0.0 333 8 2.4

15 208 小千谷市 1 0 0.0 1 0 0.0 114 1 0.9

15 209 加茂市 1 1 100.0 1 0 0.0 85 0 0.0

15 210 十日町市 1 0 0.0 1 0 0.0 427 22 5.2

15 211 見附市 1 0 0.0 1 0 0.0 173 6 3.5

15 212 村上市 1 0 0.0 1 0 0.0 275 3 1.1

15 213 燕市 1 0 0.0 1 0 0.0 201 4 2.0

15 216 糸魚川市 1 0 0.0 1 0 0.0 184 2 1.1

15 217 妙高市 1 0 0.0 1 0 0.0 191 5 2.6

15 218 五泉市 1 0 0.0 1 0 0.0 384 38 9.9

15 222 上越市 平成13年9月26日 男女共同参画都市宣言 2 1 0 0.0 2 0 0.0 817 6 0.7

15 223 阿賀野市 1 0 0.0 0 0 279 9 3.2

15 224 佐渡市 1 0 0.0 1 0 0.0 592 73 12.3

15 225 魚沼市 1 0 0.0 0 0 123 0 0.0

15 226 南魚沼市 1 0 0.0 1 0 0.0 233 1 0.4

15 227 胎内市 1 0 0.0 1 0 0.0 136 1 0.7

15 307 聖籠町 1 0 0.0 1 0 0.0 37 2 5.4

15 342 弥彦村 1 0 0.0 1 0 0.0 20 0 0.0

15 361 田上町 1 0 0.0 1 0 0.0 43 1 2.3

15 385 阿賀町 1 0 0.0 1 0 0.0 119 1 0.8

15 405 出雲崎町 1 0 0.0 1 0 0.0 65 2 3.1

15 461 湯沢町 1 0 0.0 1 0 0.0 51 0 0.0

15 482 津南町 1 1 100.0 1 0 0.0 85 5 5.9

15 504 刈羽村 1 0 0.0 1 0 0.0 20 0 0.0

15 581 関川村 1 0 0.0 1 0 0.0 54 0 0.0

15 586 粟島浦村 1 0 0.0 0 0 2 0 0.0

＜選択肢回答＞
男女共同参画に関する宣言
　宣言の形態

１　首長声明
２　議会の議決
３　庁内連絡会議の決定
４　その他
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市町村４－４

調査表４－４

市区町村別集計項目（審議会委員への女性の登用）No1

1 2 令和2年5月1日 3

うち うち うち うち うち うち うち うち

を

含

む

数

女

性

委

員

等

数

女

性

委

員

を
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委
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を

含
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数

女

性

委

員

等

数

女

性

委

員

数女

性

委

員

数女

性

委

員

合計（広域を含む） 1,200 1,028 15,947 4,799 30.1 845 721 11,689 3,152 27.0 157 102 1,092 192 17.6 858 53 6.2 887 54 6.1

小計（広域を除く） 829 709 11,215 3,001 26.8 157 102 1,092 192 17.6

15 100 新潟市 45 令和3年3月 163 160 2,570 1,100 42.8 法律、条例及び要綱等により設置されている審議会等 104 103 1,759 746 42.4 6 6 162 34 21.0 66 16 24.2 67 16 23.9 1 3 令和元年7月1日 1

15 202 長岡市 33 令和4年3月 88 86 1,229 391 31.8

地方自治法（第180条の5）に基づく委員会等、地方自治法（第202条
の3）に基づく審議会等、条例に基づき設置する付属機関、要領等に
基づき開催される協議会・懇談会等

19 19 504 146 29.0 6 4 42 6 14.3 50 2 4.0 51 2 3.9 3 平成31年4月1日 3 平成31年4月1日 3 平成31年4月1日

15 204 三条市 35 令和5年3月 34 28 469 95 20.3 法律、条例に基づき設置されている審議会等 34 28 469 95 20.3 6 3 55 5 9.1 37 3 8.1 38 3 7.9 1 1 1

15 205 柏崎市 40 令和3年3月 52 44 555 191 34.4
法律又は政令により設置されている審議会等、条例・規則等により設
置されてる審議会等、要綱等により設置されている協議会等 43 41 474 164 34.6 6 5 38 9 23.7 34 6 17.6 35 6 17.1 3 令和2年6月1日 3 令和2年6月1日 3 令和2年6月1日

15 206 新発田市 37 令和6年3月 35 33 406 122 30.0 地方自治法２０２条の３ 35 33 406 122 30.0 6 2 36 4 11.1 29 3 10.3 30 3 10.0 1 1 1
15 208 小千谷市 35 令和3年3月 51 40 508 123 24.2 法律・条例・規則・要綱等により設置されている審議会等 26 20 272 56 20.6 5 4 31 7 22.6 17 0 0.0 18 0 0.0 1 1 1
15 209 加茂市 22 18 352 78 22.2 5 3 32 5 15.6 41 1 2.4 42 1 2.4 1 1 1

15 210 十日町市 35 令和5年3月 61 53 818 199 24.3
条例・規則・要綱等に基づき設置され、条文で「調停・審査・審議・調
査を行う」と定めているもの（審議会・協議会・委員会等） 36 32 446 112 25.1 5 3 38 4 10.5 29 2 6.9 30 2 6.7 1 1 1

15 211 見附市 40 令和4年3月 35 33 663 200 30.2
地方自治法（第２０２条の３）に基づく審議会等及び規定又は要綱等
により設置されている協議会、懇談会、その他会合 20 19 330 79 23.9 5 5 25 6 24.0 29 2 6.9 30 2 6.7 1 1 1

15 212 村上市 25 令和4年3月 45 30 646 123 19.0 規則、要綱等で定める委員等含む 39 25 535 85 15.9 5 3 55 5 9.1 34 1 2.9 35 1 2.9 1 1 1
15 213 燕市 36 令和5年3月 50 44 616 194 31.5 法律、条例、要綱等により設置されている附属機関等 32 30 370 104 28.1 5 4 42 6 14.3 40 3 7.5 41 3 7.3 1 1 1
15 216 糸魚川市 40 令和4年3月 56 48 955 241 25.2 法律、政令、条例、要綱及び規則で定める審議会、委員会、会議等 31 26 360 83 23.1 5 4 32 6 18.8 39 0 0.0 40 0 0.0 1 1 1
15 217 妙高市 35.4 令和12年3月 22 18 281 78 27.8 法律又は政令、条例により設置されている審議会等 22 18 281 78 27.8 6 6 33 9 27.3 25 0 0.0 26 0 0.0 1 1 1
15 218 五泉市 40 令和4年3月 56 54 883 273 30.9 法令・条例及び要綱等により設置されている審議会等 31 29 473 115 24.3 5 3 32 7 21.9 41 5 12.2 42 5 11.9 1 1 1

15 222 上越市 50 令和5年3月 126 116 1,693 492 29.1

地方自治法第180条の5第1項及び第3項に規定する委員及び委員
会、地方自治法第202条の5の規定に基づき設置する地域協議会、そ
の他市が定める審議会等の設置等に係る基準に基づく審議会等（市
の事務又は事業について市民の意見、専門的知見等の反映及び公
正の確保を図るため、市民、学識経験者等により構成する組織であ
ること及び、市の事務又は事業の執行に必要な審議、審査、調査、調
停等を行うために、市が設置する審議会、審査会等であること）

50 49 844 260 30.8 6 5 41 7 17.1 41 1 2.4 42 1 2.4 3 令和2年3月31日 3 令和2年3月31日 3 令和2年3月31日

15 223 阿賀野市 35 令和3年3月 49 41 627 216 34.4 法律，条例，規則，要綱等により設置されている審議会等 24 22 283 70 24.7 5 3 32 7 21.9 24 3 12.5 25 3 12.0 1 1 1

15 224 佐渡市 30 令和7年3月 97 61 924 227 24.6
法律または条例により佐渡市が設置する附属機関及び要綱などによ
り佐渡市が開催する懇談会等 16 14 255 46 18.0 5 2 36 6 16.7 30 0 0.0 31 0 0.0 2 2 2

15 225 魚沼市 30 令和3年3月 39 29 438 103 23.5 地方自治法（第202条の3）に基づく審議会等 39 29 438 103 23.5 5 3 33 6 18.2 35 0 0.0 36 0 0.0 1 1 1
15 226 南魚沼市 35 令和7年3月 31 27 378 85 22.5 法律、条例、要綱等により設置されている審議会等 26 22 318 60 18.9 5 2 31 5 16.1 22 1 4.5 23 1 4.3 1 1 1
15 227 胎内市 35 令和5年3月 61 46 689 211 30.6 市所管の各種審議会等 29 21 283 74 26.1 5 5 35 7 20.0 14 2 14.3 15 2 13.3 1 1 1

15 307 聖籠町 30 令和5年3月 37 29 403 92 22.8

地方自治法第180条の5に基づく委員会等及び同法202条の3に基づく
審議会等で、調査時点において稼働中のものとし、休止中または委
員改定作業中のものは含まない。

32 26 373 86 23.1 5 3 30 6 20.0 30 1 3.3 31 1 3.2 1 1 1

15 342 弥彦村 20 10 225 25 11.1 5 2 19 3 15.8 18 0 0.0 19 0 0.0 1 1 1
15 361 田上町 16 11 221 23 10.4 5 4 23 7 30.4 24 0 0.0 25 0 0.0 1 1 1
15 385 阿賀町 8 5 84 23 27.4 5 2 27 3 11.1 12 0 0.0 13 0 0.0 1 1 1
15 405 出雲崎町 16 13 193 37 19.2 5 2 18 3 16.7 20 0 0.0 21 0 0.0 2 2 2
15 461 湯沢町 19 15 184 32 17.4 5 3 24 4 16.7 21 0 0.0 22 0 0.0 1 1 1
15 482 津南町 14 13 135 34 25.2 5 3 31 5 16.1 7 0 0.0 8 1 12.5 1 1 1
15 504 刈羽村 10 6 130 16 12.3 5 2 23 3 13.0 24 0 0.0 25 0 0.0 1 1 1
15 581 関川村 30 令和4年3月 12 8 196 43 21.9 地方自治法第202条の３に該当するもの 12 8 196 43 21.9 5 3 19 3 15.8 25 1 4.0 26 1 3.8 1 1 1
15 586 粟島浦村 4 4 22 6 27.3 5 3 17 4 23.5 1 1 1

その他

調査時点コード

その他

目標設定の対象である審議会等の範囲

総

委

員

数

地方自治法（第202条の３）に基づく
審議会等における登用状況

審

議

会

等

数

（内数）
市町村防災会議
(会長を含む)

総

委

員

数

女
性
比
率

（％）

総

委

員

数

女
性
比
率

（％）

目標設
定の対

象である
審議会
等の目
標及び
現状値

その他

地方自治
法（第202
条の３）に
基づく審議
会等にお
ける登用

状況

地方自治
法(第180
条の５）に
基づく委員
会等にお
ける登用

状況

令和2年4月1日 その他調査時点コード

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

総

委

員

数

市

区

町

村

名

目標設定の対象である審議会等の目標及び現状値

目
標
値

（％）

目

標

達

成

期

限

審

議

会

等

数

女
性
比
率

（％）

新潟県

総

委

員

数

（内数）
市町村防災会議
(委員のみ）

女
性
比
率

（％）

女
性
比
率

（％）

地方自治法(第180条の５）に基づく
委員会等における登用状況

審

議

会

等

数



市町村４－４ (2)

調査表４－４

市区町村別集計項目（審議会委員への女性の登用）No2（広域圏で設置している審議会等）

　 　うち うち うち うち うち うち うち うち

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

数女
性
委
員

数女
性
委
員

16 12 474 151 31.9 0 0 0 0  

新潟市 0 0 0 0 0 0 0 0

長岡市 0 0 0 0 0 0 0 0

三条市 0 0 0 0 0 0 0 0

柏崎市 2 1 53 17 32.1 0 0 0 0

新発田市 3 2 96 27 28.1 0 0 0 0

小千谷市 0 0 0 0 0 0 0 0

加茂市 0 0 0 0 0 0 0 0

十日町市 2 2 113 24 21.2 0 0 0 0

見附市 0 0 0 0 0 0 0 0

村上市 4 4 77 27 35.1 0 0 0 0

燕市 3 2 82 29 35.4 0 0 0 0

糸魚川市 0 0 0 0 0 0 0 0

妙高市 0 0 0 0 0 0 0 0

五泉市 0 0 0 0 0 0 0 0

上越市 0 0 0 0 0 0 0 0

阿賀野市 0 0 0 0 0 0 0 0

佐渡市 0 0 0 0 0 0 0 0

魚沼市 0 0 0 0 0 0 0 0

南魚沼市 2 1 53 27 50.9 0 0 0 0

胎内市 0 0 0 0 0 0 0 0

聖籠町 0 0 0 0 0 0 0 0

弥彦村 0 0 0 0 0 0 0 0

田上町 0 0 0 0 0 0 0 0

阿賀町 0 0 0 0 0 0 0 0

出雲崎町 0 0 0 0 0 0 0 0

湯沢町 0 0 0 0 0 0 0 0

津南町 0 0 0 0 0 0 0 0

刈羽村 0 0 0 0 0 0 0 0

関川村 0 0 0 0 0 0 0 0

粟島浦村 0 0 0 0 0 0 0 0

総
委
員
数

（内数）
　　市町村防災会議
       (会長を含む)

目
標
値

（％）

目
標
年
度

審
議
会
等
数

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

審
議
会
等
数

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

地方自治法(第180条の５）に基づく
委員会等における登用状況

（内数）
　　市町村防災会議
        (委員のみ）

女
性
比
率

（％）

審
議
会
等
数

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

新潟県

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

目標設定の対象である審議会等の目標及び現状値
目標設定の対象である審議会等の

範囲
地方自治法（第202条の３）に基づく

審議会等における登用状況

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）



市町村４－４（3）

調査表４－４

市区町村別集計項目（女性公務員の登用）No3

1 2 3

うち うち うち うち うち うち

管
理
職
数

女
性

うち
女理
性職
管数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

1,390 168 12.1 1,083 129 11.9 197 17 8.6 164 14 8.5 51 5 9.8 35 3 8.6 1,142 146 12.8 884 112 12.7 1,746 394 22.6 1,209 234 19.4 3,668 1,213 33.1 2,405 695 28.9

15 100 新潟市 315 48 15.2 202 37 18.3 41 6 14.6 35 6 17.1 37 4 10.8 25 3 12.0 237 38 16.0 142 28 19.7 451 94 20.8 272 59 21.7 1019 360 35.3 572 143 25.0 1

15 202 長岡市 130 15 11.5 113 15 13.3 35 3 8.6 32 3 9.4 4 0 0.0 3 0 0.0 91 12 13.2 78 12 15.4 179 16 8.9 137 15 10.9 443 122 27.5 301 105 34.9 3 平成31年4月1日

15 204 三条市 42 3 7.1 33 3 9.1 8 2 25.0 7 2 28.6 0 0 0 0 34 1 2.9 26 1 3.8 50 11 22.0 35 10 28.6 111 22 19.8 61 11 18.0 1

15 205 柏崎市 64 4 6.3 51 3 5.9 13 1 7.7 10 1 10.0 0 0 0 0 51 3 5.9 41 2 4.9 72 10 13.9 48 4 8.3 125 34 27.2 62 10 16.1 1

15 206 新発田市 58 8 13.8 50 7 14.0 1 0 0.0 1 0 0.0 57 8 14.0 49 7 14.3 97 31 32.0 66 12 18.2 124 43 34.7 97 28 28.9 1

15 208 小千谷市 18 3 16.7 15 3 20.0 18 3 16.7 15 3 20.0 25 5 20.0 15 5 33.3 62 24 38.7 47 23 48.9 1

15 209 加茂市 18 1 5.6 17 1 5.9 18 1 5.6 17 1 5.9 37 8 21.6 31 5 16.1 62 23 37.1 49 17 34.7 1

15 210 十日町市 74 5 6.8 67 4 6.0 9 0 0.0 8 0 0.0 0 0 0 0 65 5 7.7 59 4 6.8 66 9 13.6 53 4 7.5 30 8 26.7 25 5 20.0 1

15 211 見附市 25 3 12.0 14 2 14.3 8 0 0.0 5 0 0.0 17 3 17.6 9 2 22.2 60 10 16.7 36 5 13.9 82 38 46.3 34 15 44.1 1

15 212 村上市 40 5 12.5 32 5 15.6 40 5 12.5 32 5 15.6 97 11 11.3 76 6 7.9 146 52 35.6 111 44 39.6 1

15 213 燕市 48 7 14.6 46 7 15.2 14 1 7.1 14 1 7.1 0 0 0 0 34 6 17.6 32 6 18.8 65 25 38.5 62 24 38.7 113 52 46.0 104 50 48.1 1

15 216 糸魚川市 27 1 3.7 24 1 4.2 5 0 0.0 5 0 0.0 0 0 0 0 22 1 4.5 19 1 5.3 33 5 15.2 22 4 18.2 76 17 22.4 46 5 10.9 1

15 217 妙高市 22 1 4.5 19 1 5.3 22 1 4.5 19 1 5.3 25 6 24.0 17 2 11.8 61 18 29.5 44 6 13.6 1

15 218 五泉市 24 3 12.5 20 3 15.0 24 3 12.5 20 3 15.0 47 17 36.2 28 6 21.4 96 43 44.8 54 21 38.9 2

15 222 上越市 129 19 14.7 110 16 14.5 22 2 9.1 19 1 5.3 107 17 15.9 91 15 16.5 193 58 30.1 139 25 18.0 350 91 26.0 254 47 18.5 1

15 223 阿賀野市 34 4 11.8 22 4 18.2 3 0 0.0 3 0 0.0 31 4 12.9 19 4 21.1 39 13 33.3 27 11 40.7 70 28 40.0 48 21 43.8 1

15 224 佐渡市 42 2 4.8 28 2 7.1 42 2 4.8 28 2 7.1 98 35 35.7 60 14 23.3 181 50 27.6 109 19 17.4 2

15 225 魚沼市 45 6 13.3 40 6 15.0 10 0 0.0 9 0 0.0 4 0 0.0 3 0 0.0 31 6 19.4 28 6 21.4 18 7 38.9 7 5 71.4 95 22 23.2 81 22 27.2 1

15 226 南魚沼市 91 21 23.1 51 3 5.9 22 2 9.1 10 0 0.0 6 1 16.7 4 0 0.0 63 18 28.6 37 3 8.1 4 0 0.0 0 0 185 87 47.0 119 58 48.7 1

15 227 胎内市 18 1 5.6 18 1 5.6 18 1 5.6 18 1 5.6 56 14 25.0 47 5 10.6 1

15 307 聖籠町 20 0 0.0 16 0 0.0 20 0 0.0 16 0 0.0 19 6 31.6 16 4 25.0 20 7 35.0 16 5 31.3 1

15 342 弥彦村 17 1 5.9 15 1 6.7 17 1 5.9 15 1 6.7 4 3 75.0 4 3 75.0 24 17 70.8 17 10 58.8 1

15 361 田上町 9 0 0.0 9 0 0.0 9 0 0.0 9 0 0.0 10 1 10.0 8 1 12.5 15 6 40.0 11 3 27.3 1

15 385 阿賀町 15 0 0.0 12 0 0.0 15 0 0.0 12 0 0.0 21 3 14.3 16 2 12.5 40 7 17.5 30 5 16.7 1

15 405 出雲崎町 9 0 0.0 8 0 0.0 9 0 0.0 8 0 0.0 6 3 50.0 6 3 50.0 18 3 16.7 15 1 6.7 1

15 461 湯沢町 21 3 14.3 18 2 11.1 6 0 0.0 6 0 0.0 0 0 0 0 15 3 20.0 12 2 16.7 3 1 33.3 2 0 0.0 21 8 38.1 16 6 37.5 1

15 482 津南町 13 0 0.0 13 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0.0 13 0 0.0 19 3 15.8 19 3 15.8 12 5 41.7 11 4 36.4 1

15 504 刈羽村 7 0 0.0 7 0 0.0 7 0 0.0 7 0 0.0 8 3 37.5 7 2 28.6 19 7 36.8 16 4 25.0 1

15 581 関川村 10 3 30.0 9 2 22.2 10 3 30.0 9 2 22.2 11 5 45.5 7 2 28.6 1

15 586 粟島浦村 5 1 20.0 4 0 0.0 5 1 20.0 4 0 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 1

そ の 他

調

査

時

点

コ

ー

ド

調査時点コード 令和2年4月1日 令和2年5月1日 その他

女
性
比
率

（％）

うち一般行政職 うち一般行政職

女
性
比
率

（％）

部
局
長
相
当
職

女
性
比
率

うち一般行政職

管
理
職
総
数

部
局
長
相
当
職

次
長
相
当
職

女
性
比
率

（％）

新潟県

うち一般行政職

女
性
比
率

（％）

女
性
比
率

（％）

女
性
比
率

（％）

うち一般行政職

課
長
相
当
職

女
性
比
率

（％）

係
長
相
当
職

課
長
補
佐
相
当
職

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

女
性
比
率

（％）

係
長
相
当
職

うち一般行政職

課
長
補
佐
相
当
職

女
性
比
率

（％）

管
理
職
総
数

女
性
比
率

（％）

次
長
相
当
職

女
性
比
率

（％）

課
長
相
当
職

管理職の在職状況 職務上の地位別職員在職状況



市町村４－５

調査表４－５

市区町村別集計項目（市区町村議会の議員の両立支援体制に関する調査） 新潟県

1 令和2年4月1日 2 令和2年5月1日 3

問12-1 問12-2 問12-3 問12-4 問12-6 問12-7 問12-8 問12-9 問12-10 問12-11 問12-12

議　　会　　名

１．明記した規定がある
２．明記した規定はないが、
　　運用上認めている
３．明記した規定が無く、
　　運用上も認めていない
４．明記した規定が無く、
　　過去に事例が無い

１．平成26年度以前
２．平成27年度以降

１．労働基準法65条の
産前産後の就業制限の
期間よりも短い。
２．労働基準法65条の
産前産後の就業制限の
期間以上である。
３．期間の定めはない。

１．あり
２．なし
３．その他

配偶者
の

出産
育児

家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

１．明記した規定があり、認
めている。
２．明記した規定はないが、
運用上認めている。
３．明記した規定がなく、運
用上も認めていない。
４．明記した規定がなく、過
去に使用した事例も判断し
たこともない。

１．男女共同参画に関する研
修を行っている。
２．セクシュアル・ハラスメント
防止に関する研修を行ってい
る。
３．男女共同参画に関する研
修及びセクシュアル・ハラスメ
ント防止に関する研修の両方
を行っている。
４．行っていない。

１．人員及び場所の設置また
は提供がされている。（臨時
のものも含む）
２．保育に必要な場所の設置
または提供がされている。
（臨時のものも含む）
３．設置または提供する予定
である。
４．なし

１．専用の場所が設置されて
いる。（常設）
２．授乳等に必要な場所の設
置または提供がされている。
（臨時のものも含む）
３．設置または提供する予定
である。
４．なし

1の合計 29 5 1 5 3 3 2 2 5 2 3 0 0 2

2の合計 0 24 3 23 10 11 16 14 20 8 6 0 1 3

3の合計 0 25 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0

4の合計 1 16 15 11 13 4 13 19 30 29 25

15 100 新潟市 新潟市議会 1 1 3 2 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 1

15 202 長岡市 長岡市議会 1 2 2 2 4 1 2 2 2 4

長岡市議会会議規則第２条２項及び第84条２項

議員は、出産又は育児のために出席できないときは、日数を定め
て、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。（第２条第２
項）
委員は、出産又は育児のために出席できないときは、日数を定め
て、あらかじめ委員長に欠席届を提出することができる、（第84条第
２項）

4 4 4 1 2

15 204 三条市 三条市議会 1 2 3 2 4 4 4 4 1 4

三条市議会会議規則

第２条　議員は、疾病、出産その他の事由により出席できないとき
は、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なけれ
ばならない。

第84条　委員は、疾病、出産その他の事由により出席できないとき
は、その理由を付け、当日の開議時刻までに委員長に届け出なけ
ればならない。

4 4 4 4 1

15 205 柏崎市 柏崎市議会 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

柏崎市議会会議規則

第２条　議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付
け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
２　議長は、疾病、看護、介護、出産の立会い、育児、忌引、災害そ
の他やむを得ない理由により出席できないときは、あらかじめ議長
に欠席届を提出することができる。この場合において、出産を理由
とする欠席は、労働基準法（昭和22年法律第49号）第65条第1項又
は第2項（ただし書を除く。）に規定する期間の範囲内とする。

1

柏崎市議会議員の旧姓使用の取扱いに関する要綱

第１条　この要綱は、柏崎市議会議員（以下「議員」という。）が戸籍
上の氏に代えて、旧姓を議会活動に使用する場合の取扱いに関し
必要な事項を定めるものとする。

4 4 4 2

15 206 新発田市 新発田市議会 1 2 3 2 4 4 2 2 2 4 4 4 4 1 1

15 208 小千谷市 小千谷市議会 1 2 3 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 1

15 209 加茂市 加茂市議会 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 1

15 210 十日町市 十日町市議会 1 2 3 2 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 2

15 211 見附市 見附市議会 1 2 3 1 2 2 2 2 2 1

見附市議会議員旧姓使用取扱要綱

第３条　議員は、議長の承認を受けたときは、別表に掲げる事項を
除き、旧姓を使用することができるものとする。

4 4 2 1

15 212 村上市 村上市議会 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 1

15 213 燕市 燕市議会 1 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2

15 216 糸魚川市 糸魚川市議会 1 2 3 2 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 1

15 217 妙高市 妙高市議会 1 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1

15 218 五泉市 五泉市議会 1 2 3 2 4 4 2 4 2 4 4 4 4 1

上越市22215 1321上越市議会 11114 4

上越市議会議員の通称等使用に関する取り決めについて※内規

議員の氏名は、原則として本名（戸籍に記載された氏名）を用いることとす
るが、議長の承認により、その任期中、本名に代えて通称等を使用するこ
とができる。
■議員の氏名
議員の氏名は、本名を用いるのを原則とする。ただし、通称等を議員氏名と
して使用したい議員は、通称等の使用を議長に申請することができる。
■通称等の範囲
1　公職選挙法制度上の通称
公職選挙法施行令第８８条第８項、第８９条第５項に規定する「本名に代え
て本名以外の呼称で本名に代わるものとして広く通用しているもの」で、選
挙時に選挙長が使用を認めたもの　※別表1：公職選挙法制度上の通称の
具体例
２　戸籍上の旧姓
婚姻、養子縁組等の事由により氏を改めた者の、婚姻、養子縁組等の前
の戸籍上の氏の中で、議員が使用を希望する氏
■通称等の使用
通称等の使用が承認された場合には、以降の任期中、別に定める通称等
を使用できない書類の例（議会外で使用するもの又は使用によって実務上
混乱が生じるおそれのあるもの）を除いて、通称等を議員氏名として用いる
ことができる。
　※別表2：通称等を使用することができない書類の例
■通称等使用の承認・中止
議員が通称等使用の承認・中止を求めるときは、所定の様式の申請書によ
り議長に申請し、承認を受けなければならない。ただし、上越市議会議員
在任期間以前の氏の使用を希望する場合は、使用する氏を確認するた
め、「戸籍謄本（抄本）」などの証明書類を申請書と併せて議長へ提出す
る。
別表1：公職選挙法制度上の通称の具体例
１　通称…議員が戸籍上の氏名以外の呼称を有し、それが戸籍上の氏名
に代わるものとして広く通用しているもの　（例：芸名、ペンネーム　読み方
など）
２　仮名書き…戸籍に記載された氏名を、かな書きにしたもの（例：上越太
郎→じょうえつたろう、上越たろう、じょうえつ太郎　など）
３　常用漢字にない字の当て字…戸籍に記載された氏名の文字が常用漢
字ではない場合、その読みに従って常用漢字にあてて使用するもの（例：
國→国、澤→沢）
別表２：通称等を使用することができない書類の例
１　履歴に関する届出書類
２　辞職願
３　議員報酬、期末手当等の支給に関する書類
４　源泉徴収票の名義
５　定期保険、団体補償制度加入申請書
６　市議会議員共済会に関する各種届出書
７　在職証明書等各種証明書
８　叙勲等表彰の申請書類
９　その他、通称等の使用によって、実務上の混乱が生ずるおそれがある
と議長が判断するもの

1

上越市議会会議規則

（欠席の届出）
第２条　議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付
け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
２　議員は、出産、育児、看護、介護、疾病のため出席できないとき
は、日数を定めて、あらかじめ議長に欠席届を提出することができ
る。

（欠席の届出）
第８４条　委員は、事故のため出席できないときは、その理由を付
け、当日の開議時刻までに委員長に届け出なければならない。
２　委員は、出産、育児、看護、介護、疾病のため出席できないとき
は、日数を定めて、あらかじめ委員長に欠席届を提出することがで
きる。

1 令和2年6月19日344
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点
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問12-5

議員の出産を欠席事由とし
て明記した規定（産休を含
む）があるか。１～４のいず
れか一つを選択してくださ
い。

問12-1で、１．を選択
した場合
「欠席事由として明記
した規定」はいつ制定
されましたか。１～２
のうちいずれか一つ
を選択してください。

問12-1で、１．.を選択し
た場合、
取得することが可能な
休業期間は、次のうち
どれに当てはまります
か。

問12-1で、１．.を
選択した場合、
休暇の期間の報
酬について、減
額の規定はあり
ますか。

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由について、
以下の事由について１～４のうちいずれか一つに○をつけ
てください。
　　１．明記した規定がある
　　２．明記した規定はないが、運用上認めている
　　３．明記した規定が無く、運用上も認めていない
　　４．明記した規定が無く、過去に事例が無い

問12-5で、１．を選択した場合
規則名及び該当部分の条文（本文）を記入してください。

議会において、通称又は旧
姓の使用を認めています
か。

問12-7で、１．を選択した場合
規則名及び該当部分の条文（本文）を記入してください。

男女共同参画に関する議員
向け研修（セクシュアル・ハラ
スメント防止に関するものを
含む）を行っていますか。

議員の利用することのできる
保育施設等が議会に設置ま
たは提供されていますか。

議員の利用することのできる
授乳室等が議会に設置また
は提供されていますか。

政治分野の男女共同参画の
ために実施していることがあ
ればご記入ください。

調査時点コード その他

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査



市町村４－５

問12-1 問12-2 問12-3 問12-4 問12-6 問12-7 問12-8 問12-9 問12-10 問12-11 問12-12

議　　会　　名

１．明記した規定がある
２．明記した規定はないが、
　　運用上認めている
３．明記した規定が無く、
　　運用上も認めていない
４．明記した規定が無く、
　　過去に事例が無い

１．平成26年度以前
２．平成27年度以降

１．労働基準法65条の
産前産後の就業制限の
期間よりも短い。
２．労働基準法65条の
産前産後の就業制限の
期間以上である。
３．期間の定めはない。

１．あり
２．なし
３．その他

配偶者
の

出産
育児

家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

１．明記した規定があり、認
めている。
２．明記した規定はないが、
運用上認めている。
３．明記した規定がなく、運
用上も認めていない。
４．明記した規定がなく、過
去に使用した事例も判断し
たこともない。

１．男女共同参画に関する研
修を行っている。
２．セクシュアル・ハラスメント
防止に関する研修を行ってい
る。
３．男女共同参画に関する研
修及びセクシュアル・ハラスメ
ント防止に関する研修の両方
を行っている。
４．行っていない。

１．人員及び場所の設置また
は提供がされている。（臨時
のものも含む）
２．保育に必要な場所の設置
または提供がされている。
（臨時のものも含む）
３．設置または提供する予定
である。
４．なし

１．専用の場所が設置されて
いる。（常設）
２．授乳等に必要な場所の設
置または提供がされている。
（臨時のものも含む）
３．設置または提供する予定
である。
４．なし

調

査

時

点

コ

ー

ド

そ の 他

問12-5

議員の出産を欠席事由とし
て明記した規定（産休を含
む）があるか。１～４のいず
れか一つを選択してくださ
い。

問12-1で、１．を選択
した場合
「欠席事由として明記
した規定」はいつ制定
されましたか。１～２
のうちいずれか一つ
を選択してください。

問12-1で、１．.を選択し
た場合、
取得することが可能な
休業期間は、次のうち
どれに当てはまります
か。

問12-1で、１．.を
選択した場合、
休暇の期間の報
酬について、減
額の規定はあり
ますか。

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由について、
以下の事由について１～４のうちいずれか一つに○をつけ
てください。
　　１．明記した規定がある
　　２．明記した規定はないが、運用上認めている
　　３．明記した規定が無く、運用上も認めていない
　　４．明記した規定が無く、過去に事例が無い

問12-5で、１．を選択した場合
規則名及び該当部分の条文（本文）を記入してください。

議会において、通称又は旧
姓の使用を認めています
か。

問12-7で、１．を選択した場合
規則名及び該当部分の条文（本文）を記入してください。

男女共同参画に関する議員
向け研修（セクシュアル・ハラ
スメント防止に関するものを
含む）を行っていますか。

議員の利用することのできる
保育施設等が議会に設置ま
たは提供されていますか。

議員の利用することのできる
授乳室等が議会に設置また
は提供されていますか。

政治分野の男女共同参画の
ために実施していることがあ
ればご記入ください。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

15 223 阿賀野市 阿賀野市議会 1 2 3 1 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 1

15 224 佐渡市 佐渡市議会 1 2 3 2 2 2 2 2 1

佐渡市議会会議規則

第２条　議員は、事故のために出席できないときは、その理由を付
け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。

4 4 4 4 2

15 225 魚沼市 魚沼市議会 1 2 3 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 1

15 226 南魚沼市 南魚沼市議会 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 1

15 227 胎内市 胎内市議会 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 1

15 307 聖籠町 聖籠町議会 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 1

15 342 弥彦村 弥彦村議会 1 2 3 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 1

15 361 田上町 田上町議会 1 1 2 2 2 2 2 2 1

田上町議会会議規則

第２条
議員は、公務、疾病、出産その他事故のため出席できないときは、
その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければな
らない。

2 4 2 2 1

15 385 阿賀町 阿賀町議会 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 1

15 405 出雲崎町 出雲崎町議会 1 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1

15 461 湯沢町 湯沢町議会 1 2 3 2 2 4 2 2 2 2 4 4 4 4 1

15 482 津南町 津南町議会 1 1 2 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 1

15 504 刈羽村 刈羽村議会 1 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1

15 581 関川村 関川村議会 1 2 3 2 1 2 2 2 2 2

関川村議会規則

第二条第二項 議員またはその配偶者が出産のため出席できない
ときは、日数を定めて、あらかじめ議長に欠席届を提出することが
できる。

2 4 4 4 1

15 586 粟島浦村 粟島浦村議会 1 1 3 1 1 4 4 4 4 4

粟島浦村非常勤の特別職職員の給与に関する条例

(報酬)
第3条　議員報酬及び報酬は、半日額、日額、月額及び年額とし、
それぞれの職種により別表第1のとおりとする。

2　報酬は、半日額、日額のものにあっては最後の勤務を終った日
から7日後までにその勤務日数に応ずる額を、月額のものにあって
はその月の分を毎月20日に、年額のものにあっては3月末日までに
支給する。ただし、任期満了、解散、退失職又は死亡したときは、
半日額、日額のものにあってはその未支給分を、月額のものに
あってはその月の分をそれぞれその都度支給する。

3　非常勤の特別職職員の就任の日は、次によるものとし、議員報
酬及び報酬が月額のものの就任の日の属する月の議員報酬及び
報酬はその日からその月末までの日数に応ずる日割計算により得
た額を、また年額のものは就任の日から支給日までの月割計算に
より得た額をそれぞれ支給する。
(1)　議員にあっては、当選人の告示の日(任期満了による一般選
挙の場合で告示の日が前任議員の任期満了の日前であったとき
は任期の起算日)
(2)　議長及び副議長にあっては、その職に当選の日
(3)　その他のものにあっては、任命又は委嘱の日
(4)　議員が臨時議長又は仮議長の職務を執った場合その月の議
員報酬及び報酬は、それぞれ1，000円を加算した額とする。
(5)　議員がその月に開かれた議会又は議会の委員会に、その他
の委員等がその月に開かれた当該委員会に全く出席せず、かつ、
それぞれの現地調査、出張等に参加しなかった場合には、そのも
のの報酬月額(年額のものにあって報酬年額の12分の1に相当する
額)の半額を減じて支給することができる。

4 4 4 4 2
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